
① 信号無視 
（道路交通法第７条） 

② 通行禁止違反 

（道路交通法第８条 第１項） 

「歩行者用道路」など、

道路標識等で自転車の通

行が禁止されている道路

や場所を通行する行為 

③ 歩行者用道路に 
  おける車両の義 
    務違反 

 
（道路交通法第９条） 

自転車の通行が認められて

いる歩行者用道路を通行す

る際に、歩行者に注意をは

らわなかったり、徐行しな

かったりする行為 

④ 通行区分違反 

（道路交通法第17条第１項、 

第４項又は第６項） 

車道と歩道が区別されてい

る道路で歩道を通行したり、

道路（車道）の右側を通行

する行為 

⑤ 路側帯通行時 
    の歩行者の通 
    行妨害 
（道路交通法第17条の２ 

第２項） 

自転車が通行できる路側

帯で歩行者の通行を妨げ

るような速度と方法で通

行する行為 

⑥ 遮断機踏切立入 
    違反 

（道路交通法第33条第２項） 

遮断機が閉じていたり、閉

じようとしていたり、また

は、警報機が鳴っていると

きに踏切に立ち入る行為 

⑦ 交差点安全進 
    行義務違反等 

（道路交通法第36条） 

信号機のない交差点等で、

左からくる車両や優先道路

などを通行する車両等の通

行を妨害したり、交差点に

入るときに徐行しないなど

の行為 
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⑧ 交差点優先車 
    妨害等 

（道路交通法第37条） 

交差点で右折するときに、

その交差点で直進や左折

をしようとする車両等の

進行を妨害する行為 

⑨ 環状交差点安全 
    進行義務違反等 

 （道路交通法第37条の２） 

環状交差点内を通行する

車両等の通行を妨害した

り、環状交差点に入る時

に徐行しないなどの行為 

⑩ 指定場所 
    一時不停止 
（道路交通法第43条） 

一時停止標識を無視して

交差点に進入したり、交

差道路を通行する車両等

の進行を妨害する行為 

⑪ 歩道通行時の 
    通行方法違反 
（道路交通法第63条の４ 

第２項） 

歩道の車道寄りの部分や

通行指定部分を徐行しな

かったり、歩行者の通行

を妨害しそうなのに一時

停止しないなどの行為 止まら

ない！ 

⑫ 制動装置(ﾌﾞﾚｰｷ) 

   不良自転車運転 

 （道路交通法第63条の 

９第１項） 

ブレーキ装置がなかった

りブレーキの性能が不良

な自転車で走行する行為 

⑬ 酒酔い運転 

（道路交通法第65条第１項） 

⑭ 安全運転義務 
    違反 

（道路交通法第70条） 

※傘さし運転やながらスマ

ホで事故を起こした場合も、

安全運転義務違反になるこ

とがあります。 

酒に酔った状態で自転

車を運転する行為 

危険行為を繰り返す自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。 

14歳以上の者で、信号無視など、危険行為を３年以内に２回以上、

摘発された自転車運転者に講習を受けるように命令 

 自転車運転者講習を受講 

  【講習時間：３時間】 

  【講習手数料：５，７００円】 

 受講命令に従わない場合 

 

対象となる 

危険行為 

１４項目 

講習の流れ 

× 
○ 

軽車両
を除く 

ハンドルやブレーキ等を確実

に操作せず、また、他人に危

害を及ばすような速度と方法

で運転する行為 


